
　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品（
後
発

医
薬
品
）は
、
最
初
に
つ
く
ら
れ

た
薬（
先
発
医
薬
品
）の
特
許
が

切
れ
た
後
に
販
売
さ
れ
る
有
効
性
・

安
全
性
が
同
等
で
価
格
の
安
い
薬

で
す
。
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
で
は
、
現
在
服
用
し
て
い
る

薬
を
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切

り
替
え
た
場
合
に
薬
代
を
ど
の
く

ら
い
軽
減
で
き
る
か
試
算
し
た
差

額
通
知「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

に
関
す
る
お
知
ら
せ
」を
年
２
回

（
８
月
・
２
月
）郵
送
し
て
い
ま

す
。
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
変

更
す
る
際
の
参
考
と
し
て
利
用
し

て
く
だ
さ
い
。

対
象　
令
和
元
年
11
月
に
医
薬
品

を
処
方
さ
れ
た
人
で
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
に
切
り
替
え
た
場
合
、

１
カ
月
当
た
り
の
自
己
負
担
額
の

軽
減
が
一
定
以
上
見
込
ま
れ
る
人

そ
の
他　
通
知
は
必
ず
し
も
全
員

に
届
く
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
切

り
替
え
を
強
制
す
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん

問
い
合
わ
せ　
保
険
年
金
課（
☎

40
２
２
５
９
）・
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

医
薬
品
差
額
通
知
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

（
☎
０
１
２
０
・
５
３
・
０
０
０

６
）

　
交
通
事
故
や
暴
力
行
為
な
ど
、

第
三
者（
加
害
者
）の
行
為
に
よ

る
け
が
や
病
気
も
届
け
出
を
す
る

と
保
険
証
を
使
っ
て
治
療
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

届
け
出
に
必
要
な
物　
保
険
証
・

印
鑑（
朱
肉
を
使
う
も
の
）・
交

通
事
故
証
明
書
な
ど

　
※
加
害
者
か
ら
治
療
費
を
受
け

取
っ
た
り
、
示
談
を
済
ま
せ
て
し

ま
う
と
国
保
の
保
険
証
を
使
う
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。
必
ず
示
談
の

前
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い

問
い
合
わ
せ　
保
険
年
金
課（
☎

40
２
８
２
２
）

消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
い
、

低
所
得
者
・
子
育
て
世
帯
を
対
象

に
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
を
販
売

し
て
い
ま
す
。
期
間
外
の
購
入
・

使
用
は
で
き
な
い
の
で
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。

価
格　
１
セ
ッ
ト
４
０
０
０
円（
購

入
価
格
）＋
１
０
０
０
円（
プ
レ

ミ
ア
ム
分
）

　
※
対
象
者
１
人
に
つ
き
最
大
５

セ
ッ
ト
ま
で
購
入
で
き
ま
す

購
入
方
法　
２
月
28
日
㈮
ま
で
の

午
前
９
時
〜
午
後
５
時
に
プ
レ
ミ

ア
ム
付
商
品
券
購
入
引
換
券
・
購

入
代
金
・
本
人
確
認
書
類
を
持
っ

て
市
内
郵
便
局（
上
日
野
簡
易
郵

便
局
を
除
く
）へ

使
用
期
限　
２
月
29
日
㈯

問
い
合
わ
せ　
福
祉
課（
☎
40
２

２
９
７
）・
子
ど
も
課（
☎
40
２

２
８
６
）

国
民
健
康
保
険
加
入
者
に
対
し
、

医
療
機
関
を
受
診
し
た
世
帯
全
員

の
医
療
費
が
記
載
し
て
あ
る「
医

療
費
の
お
知
ら
せ
」を
世
帯
主
宛

て
に
年
４
回
郵
送
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
通
知
は
、
国
民
健
康
保
険

の
医
療
費
負
担
の
仕
組
み
や
皆
さ

ん
の
健
康
に
関
す
る
認
識
を
深
め

て
い
た
だ
く
た
め
、
医
療（
施
術
）

費
の
総
額
や
受
診（
施
術
）日
数
、

医
療
機
関
の
名
称
な
ど
を
記
載
し

て
い
ま
す
。（
世
帯
の
中
に
医
療

機
関
を
受
診
し
た
人
が
い
な
け
れ

ば
送
付
し
ま
せ
ん
）

　
医
療
費
の
お
知
ら
せ
を
郵
送
す

る
こ
と
は
あ
ら
か
じ
め
加
入
者
全

員
の
意
向
を
確
認
す
る
こ
と
が
困

難
な
た
め
、
本
人
か
ら
同
意
し
な

い
旨
の
連
絡
が
な
い
場
合
は
、
同

意
を
い
た
だ
い
た
も
の
と
判
断
し

世
帯
主
宛
て
に
発
送
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
医
療
費
の
お
知
ら
せ
が
不

要
な
場
合
は
、
保
険
年
金
課
へ
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。

  

確
定
申
告

平
成
29
年
分
の
確
定
申
告
か
ら
、

本
医
療
費
通
知
は
医
療
費
控
除
の

申
告
手
続
き
で
医
療
費
の
明
細
書

と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
医
療
費
控
除
の
申
告
に
関
す

る
こ
と
は
、
税
務
署
に
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　
保
険
年
金
課（
☎

40
２
８
２
２
）・
藤
岡
税
務
署（
☎

㉒
０
９
７
１
）

　
子
育
て
中
や
育
児
が
一
段
落
し

た
人
を
対
象
と
し
た
就
職
面
接
会

で
す
。
人
材
募
集
中
の
企
業
な
ど

が
参
加
し
、
担
当
者
か
ら
直
接
話

を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

日
時　
２
月
25
日
㈫
午
後
１
時
〜

３
時

会
場　
市
保
健
セ
ン
タ
ー

対
象　
市
内
ま
た
は
近
隣
市
町
村

在
住
で
就
職
を
希
望
す
る
▽
子
育

て
中
の
女
性
▽
専
業
主
婦

定
員
60
人（
先
着
順
）

そ
の
他　
無
料
託
児
あ
り（
要
予

約
）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　
２
月

19
日
㈬
ま
で
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
藤

岡（
☎
㉒
８
６
０
９
）へ

　
ミ
ツ
バ
チ
の
飼
育
者（
趣
味
な

ど
を
含
む
）は
、
毎
年
１
回
、
県

知
事
に
飼
育
状
況
な
ど
を
報
告
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
だ
報
告

し
て
い
な
い
人
、
今
後
飼
育
す
る

予
定
の
人
は
家
畜
保
健
衛
生
所
に

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

報
告
内
容　
住
所
・
氏
名
・
ミ
ツ

バ
チ
飼
育
場
所
・
群
数
・
飼
育
計
画

そ
の
他　
ミ
ツ
バ
チ
の
飼
育
に
際

し
て
異
状
が
見
ら
れ
た
時
は
、
家

畜
保
健
衛
生
所
に
相
談
し
て
く
だ

さ
い

報
告
・
問
い
合
わ
せ　
西
部
家
畜

保
健
衛
生
所（
☎
０
２
７
・
３
６

２
・
２
２
６
１
）・
市
農
林
課（
☎

40
２
３
０
４
）

　

家
畜（
ペ
ッ
ト
を
含
む
）の
飼

育
者
は
、
毎
年
１
回
、
飼
育
頭
羽

数
な
ど
を
家
畜
保
健
衛
生
所
に
報

告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
家
畜
の
飼
育
者
は
重
大
な
家
畜

伝
染
病
を
疑
う
症
状
を
発
見
し
た

時
の
通
報
と
、
家
畜
を
病
気
か
ら

守
る
た
め
の
消
毒
な
ど
の
取
り
組

み
を
お
願
い
し
ま
す
。

報
告
対
象　
ウ
シ
・
シ
カ
・
ウ
マ
・

ヒ
ツ
ジ
・
ヤ
ギ
・
ブ
タ
・
イ
ノ
シ

シ
・
ニ
ワ
ト
リ
・
ア
ヒ
ル
・
ウ
ズ

ラ
・
キ
ジ
・
ダ
チ
ョ
ウ
・
ホ
ロ
ホ

ロ
チ
ョ
ウ
・
シ
チ
メ
ン
チ
ョ
ウ

　

※
飼
育
頭
数
１
頭（
羽
）で
も

報
告
が
必
要
で
す

報
告
内
容　
住
所
・
氏
名
・
２
月

１
日
現
在
の
飼
育
頭
羽
数

そ
の
他　
新
た
に
飼
育
を
始
め
た

人
、
昨
年
報
告
を
し
な
か
っ
た
人

も
電
話
で
報
告
し
て
く
だ
さ
い

報
告
・
問
い
合
わ
せ　
西
部
家
畜

保
健
衛
生
所（
☎
０
２
７
・
３
６

２
・
２
２
６
１
）・
市
農
林
課（
☎

40
２
３
０
４
）

　市が発注する小規模な工事、修繕、物品の
購入、業務委託などの契約のうち「小額で内
容が軽易な契約」を希望する場合は登録して
ください。
申請できる人　市内に主たる事業所を置く法
人または住所を有する個人（建設業の許可の
有無、会社経営の内容、技術職員の雇用状況
などは問いません）で、次のいずれにも該当
しない人▷成年被後見人、被保佐人、被補助
人または破産者で復権を得ない人▷令和２・
３年度藤岡市入札参加資格審査申請をした人
またはその名簿に登録されている人▷業務遂
行に必要な資格や許可などを有しない人▷市
税を滞納している人▷公共発注の相手方とし
て不適当であると市長が認めた人
対象となる契約など　小規模な工事、修繕、
物品の購入、業務委託などの契約（物品購入
時の口頭発注も含む）のうち、内容が軽易で
確実に履行できると認められるもの
登録者の取り扱い　書類審査後に「藤岡市小
規模契約希望者登録名簿」に登載され、２年
４月以降に市が発注する「小額で内容が軽易
な契約」の際に業者選定の対象となります

　※業者選定や契約を約束するものではあり
ません
登録の有効期限　２年４月１日～４年３月 31
日（２年間）
定期申請の受け付け　▷期間＝２月13日㈭～
３月 12日㈭（土・日曜日、祝日を除く）の午
前９時～午後５時▷提出先＝契約検査課・鬼
石総合支所鬼石振興課
　※４月以降は随時受け付けます
提出書類　①小規模契約希望者登録申請書②
暴力団排除に関する誓約書③市長が発行する
未納税額がないことの証明書の原本④本籍地
の市区町村長が発行する身分証明書（法人の
場合は登記事項証明書）の原本⑤契約を希望
する職種に必要な資格、免許などを証明する
書類の写し⑥工事・修繕を希望する場合は工
事実績書
　※①②⑥は契約検査課・鬼石総合支所鬼石
振興課にあります。（市ホームページからもダ
ウンロード可）③④は申請日前３カ月以内に
発行されたもの⑤は申請日時点で効力のある
もの⑥は申請日前２年以内での主な実績（実
績のない場合は提出不要）

令和２・３年度小規模契約希望者登録 問い合わせ　問い合わせ　契約検査課（☎40 2223）契約検査課（☎40 2223）
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